
岡山県計量法関係手数料

５　基準器検査

改　　訂

 １３，６９０円 １４，１３０円

４，９８０円 ５，２２０円

３，３７０円 ３，４８０円

５，３３０円 ５，５９０円

７，８５０円 ８，２３０円

１０，５８０円 １０，９２０円

１４，１１０円 １４，５６０円

７，９５０円 ８，２００円

(4) 基準分銅

　 表す質量が２００ｇ以下のもの ３，２２０円 ３，３２０円

　　(ｲ) 表す質量が２００ｇ以下のもの ７，９６０円 ８，２１０円

　 表す質量が５㎏以下のもの ６４０円 ６７０円

　 表す質量が５０㎏以下のもの ７８０円 ８１０円

　　(ｲ) 表す質量が２００ｇ以下のもの ８，９００円 ９，１９０円

　 表す質量が５㎏以下のもの ４８０円 ５００円

　 表す質量が５０㎏以下のもの ６５０円 ６８０円

　　(ｲ) 表す質量が２００ｇ以下のもの ７，１６０円 ７，３９０円

１３，６９０円 １４，１３０円

３４，２３０円 ３５，３４０円

※

区　　　　　　分
現　　行

　１４，１１０円
に、ひょう量５００
㎏までを増すご
とに１４，１１０円
の２分の１の額
を加えた額

「感量」とは、質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。

金　　額

１　長さ基準器

　　タクシーメーター装置検査用基準器

　②　全量が１㎥以下のもの

　１４，５６０円
に、ひょう量５０
０㎏までを増す
ごとに１４，５６０
円の２分の１の
額を加えた額

　ひょう量が５００㎏を超えるもの

　 表す質量が２００ｇを超えるもの

　 表す質量が５０㎏を超えるもの

　①　１級である旨の表記のあるもの

　②　２級である旨の表記のあるもの

　　感量が１㎎を超え又はひょう量の２万分の１を超えるもの

　二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、①又は②に掲げる金額の２
分の１の額を加算するものとする。
　油用の基準タンクについて使用中の油により検査を行うときは、①又は②に掲げる金額の２倍の額とする。

２　質量基準器

　ひょう量が５０㎏以下のもの

　ひょう量が１０㎏以下のもの

　ひょう量が２００㎏以下のもの

　ひょう量が５００㎏以下のもの

　　感量が１㎎を超え又はひょう量の２万分の１を超えるもの

(2) 基準台手動はかり

　ひょう量が１㎏以下のもの

　　基準タンク

　①　全量が０．２５㎥以下のもの

(3) 基準直示天びん

(1) 基準手動天びん

３　体積基準器

　③　３級である旨の表記のあるもの

　 表す質量が５０㎏を超えるもの


